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令  和  ５  年  度    事  業  報  告  書   

 

【事業概要】  

交通事故で親を亡くした 18 歳以下の子どもたちに精神的、経済的支援を行うため、次の事業を

実施した。 

主な財源としては、寄附金（募金箱含む） 5,668,578 円と基本財産（期首 229,002,500 円）の運

用益 126,603 円であった。 

 

１  経済援護事業  

（１）  新入学給付金等支給事業  

小学校、中学校、高等学校に入学の交通遺児を対象として、小学校、中学校は一人 2 万円、

高等学校は一人３万円を支給した。 

(小学生 0 名、中学生 2 名、高校生４名、計６名に対して、新入学給付金 16 万円支給 )  

 

（２）  学年進級支援金支給事業  

小学校、中学校、高等学校に在学し、新入学給付金の支給対象とならない交通遺児に対し

て、一人 1 万円を支給した。 

(小学生 18 名、中学生 12 名、高校生 13 名、計 43 名に対して、43 万円支給 ) 

 

（３）  卒業祝金支給事業  

高校を卒業する交通遺児を対象とし、一人あたり５万円を支給した。 

(高校卒業生６名に対して 30 万円を支給 ) 

 

（４）  奨学金支給事業  

交通遺児のうち、保護者の課税総所得金額が 200 万円以下の世帯に属する小学生、中学

生、高校生を対象とし、小学生一人当たり年額６万円、中学生一人当たり年額８万４千円、高

校生一人当たり年額 12 万円を支給した。 

(小学生 12 名、中学生 13 名、高校生 14 名、計 39 名に対して 3,492 千円を支給  

 

２  厚生援護事業  

（１）  夏のレクリエーション 

   令和５年７月 15 日（土）日帰りにて、７世帯 18 名で「びわ湖ツアー」と「ヤンマーミュージアム

体験」へ出かけた。水陸両用バスでのびわ湖ツアー、フレンチのランチコース、ヤンマーミュージ



 

 

アムでの施設を楽しんだ。チャレンジカードゲームを使い会員同士の交流も図れた。  

 

（２）  クリスマスのつどい  

令和５年 12 月 16 日（土）ホテルニューオウミにて４年ぶりに交通遺児およびその保護者、寄

附者、役員等の総勢 39 名の参加のもと開催した。高額寄附者に対して感謝状を贈呈した後、

アトラクション (ジャグリング、ビッグバンドコンサート )や食事を行い、交通遺児家庭との親睦を深

めた。 

 

３  広報事業  

（ １ ）  当会の趣旨や概要について広く周知を図るため、各学校、各市町へ当会の案内資料を

送付するとともに広報を依頼した。（事故後、数年経ってから、当会のことを知り入会される方

がいるため）  

 

（２）  機関紙「おりづる」第 102 号、第 103 号 (各 1,000 部 )を発行し、交通遺児家庭、寄附者、

各市町、教育委員会、各学校、各警察署、各交通安全協会、指定自動車教習所協会等、

県内外の関係先に、当会の活動を広報した。  

  

（３）  滋賀県道路保全課ホームページを活用した広報活動を実施した。 

  

４  その他事業  

（ １ ）  公益財団法人京都新聞社会福祉事業団から、卒業記念品（図書カード）の贈呈があり、

該当者に送付した。(小学生３名、中学生５名、高校生６名、計 14 名 ) 

 

 

【理事会･評議員会】   

１   令和５年４月１日（金）事務局長変更と理事および評議員の選任に伴う評議員会の開催に  

ついて、書面により理事会の決議があったものとみなされた。  

 

２   令和５年４月 28 日（金）理事１名、評議員１名の辞任届提出により、後任の理事および評議

員の選任について、書面により評議員会の決議があったものとみなされた。  

 

３   令和５年６月７日 (水 )令和５年度第１回理事会を、県庁本館４階４A 会議室において 14 時

から開催した。令和４年度事業報告ならびに決算報告について適正であるかを審議し、令和

５年度第一回評議員会の開催について承認された。 

 

４    令和５年６月 23 日 (金 )令和５年度第一回評議員会を県庁本館４階４A 会議室において 10

時 30 分から開催した。令和４年度事業報告ならびに決算報告について承認され、令和年度

事業計画ならびに予算について審議された。理事および監事の任期満了に伴う選任につい

て、決議があったものとみなされた。  



 

 

 

 

 

 

５   令和５年８月 31 日（木）評議員１名の辞任届提出により、後任の評議員の選任について、書

面により評議員会の決議があったものとみなされた。  

 

６   令和５年 10 月 10 日（火）監事１名の辞任届提出により、後任の監事の選任について、書面

により評議員会の決議があったものとみなされた。  

 

 

７   令和６年３月 27 日 (水 )令和５年度第２回理事会を、県庁本館４階４A 会議室において 10 時

30 分から開催した。令和６年度事業計画（案）ならびに予算 (案 )について適正であるかを審議

し、令和５年度第二回評議員会の開催について承認された。  

 

  

 

 

 

 

   

 


